
滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 中間報告
令和５年3月10日

各高等学校が求める生徒像や卒業後の姿、
教職員の働き方改革の観点等も踏まえて、議論

「生徒の優れた点を多面的な観点で評価しつつ、主体的な進路選択を推進する
入学者選抜方法等のあり方について」

検討主題

令和の時代に対応した新しい入学者選抜制度の構築

１

○ 令和８年度入学者選抜に向けた制度の在り方について

「推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜の現状と課題など」論点①

検討事項

論点②

論点③ 「入試日程および入試業務など」

「一般選抜の現状と課題など」



特色選抜

・目的意識（学びたい学科・やりたいクラブ等）の高い生徒が入学し、高校の核となっている。
・スポーツや文化芸術を特色とする高校に興味・関心を持つ生徒は一定数いる。
・学力だけでは見ることができないことを評価してもらうことができる。
・学力検査を課さないため、学力に不安のある生徒も入学している。
・校外での活動を把握し評価していくことに難しさがある。
・国スポ後の強化拠点校の在り方や部活動の地域移行の動向により制度の変更が必要である。

推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜

論点① 「推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜の現状と課題など」

・受検機会が複数回あることは、チャレンジを促すことにつながる。
・高倍率は、乗り越えるべき困難と捉えることができる。
・各高校の特色が反映された選抜となっていない。
・多数の不合格者がでるのは、受検生の心理的負担が大きい。
・高校における業務（作問、採点など）負担が大きい。

改善の方向性

・学校推薦制度の継続と自己推薦制度の創設。
・スポーツや文化芸術の実績を評価する選抜制度の継続。
・校外での活動も評価される仕組みの構築。
・学力検査は必須とせず、各校がアドミッション・ポリシーに対応した選抜内容を検討。
（実技、プレゼン、面接、作文などの検査や評定に傾斜をかけるなど）

・出願要件や募集枠を高校ごとに柔軟に設定。
・専門化することだけが、高校の特色ではない。
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出願変更

・全県一斉の統一問題による選抜であり、公正・公平である。
・特別な配慮が必要な子どもたちに対して、ルビ振りや別室での受検など生徒のニーズに応じて細
かな配慮がなされている。

・中学校の立地条件や家庭の経済状況を踏まえると、二次選抜は必要である。
・私立高校合格者が二次選抜を受検し合格すると、私立高校の入学を辞退している。このことは学
校経営に影響を与えていることから、二次選抜の廃止や受検資格から私立高校合格者を除外する
など、検討する必要がある。

・検査問題の難易度が高く、基礎・基本を確認する内容が不十分である。
・同じ配点の５教科の点数を合計し、上位から合格とする方法だけが公平なあり方ではない。
・記述式の問題が増えたことで、採点に時間がかかり負担が大きくなっている。

一般選抜全般

論点② 「一般選抜の現状と課題など」

・出願変更の時期は、受検生が高校進学に関して真剣に考える時期である。
・倍率をみての出願変更は、スクール・ポリシーで高校を選択することになっていない。
・出願状況をみながら出願先高校を決定することは、本来の進路指導から外れる。

改善の方向性

・現行制度の５教科の学力検査は維持。
・学力検査については、基礎的・基本的学力も測ることもできる内容とする。
・記述式問題の再考など、採点に負担のかからない問題作成を検討。
・高校の特色に応じて、傾斜配点など複数の評価軸による選抜も推進。
・出願変更の在り方を含め出願システムを検討。
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入試業務

・受検機会が１回となると、怖い、不安といった気持ちが強くなる。
・受検生自身が自分を推薦する機会はあったほうがよい。
・１回の選抜で、複数の観点を用いた選抜を行うことは、複数回の選抜機会の保障につながる。
・中学校側、高校側とも出願業務が煩雑化し負担となっていることは否定できない。

受検機会の複数化

論点③ 「入試日程および入試業務など」

・Ｗｅｂ出願や採点補助システムの導入により、負担軽減につながる。
・出願に係る事務作業をいかにスリム化していくのかという働き方改革の視点も大切である。
・複数回の出願や出願変更は、受検生、中学校側、高校側とも負担となっている。
・特色選抜実施校における業務（作問、採点など）負担が大きい。

改善の方向性

・受検機会は複数回を保障。
・Ｗｅｂ出願や採点補助システムの導入などＤＸ化を推進。
・ＤＸ化が進み業務改善された後のことも踏まえて検討。
・公私共存の視点から二次選抜の在り方含め入試日程を検討。
・県内外の私立高校の入試日程や中学校、高校の入試以外の業務を踏まえ、入試日程を検討。

入試日程

・中学３年生の学習内容や量、入試に係る進路指導や業務を考えると、現状の日程が望ましい。
・二次選抜の日程が遅いことにより、一部の私立高校では入学者の確定できない状況が発生してお
り、経営に大きな影響を与えている。

・大津清陵高校では、３つの課程の選抜を並行して実施しているため、日程が過密である。
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・長期欠席の子どもたち、日本語指導が必要な子どもたちなどに対して、入試における配慮は十分
である。

・志願者が多い高校では、受検会場の確保が困難である。
・毎年800人前後の中学生が、他府県の全日制私立高校等へ入学している状況がある。
・転編入については、多様な生徒の学習環境の保障の観点から今後も必要である。

その他の意見等

現状への意見

・特別支援学級に在籍する生徒や長期欠席の生徒、また外国人生徒など、多様な生徒の受け入れに
も対応した入学者選抜を検討していく。

・高校の特色、スクール・ポリシーやアドミッション・ポリシーを受検生へ明確に伝えていく。
・各校の特色に応じて、推薦枠の拡大、自己推薦制度の活用、傾斜配点の導入や思考力型入試など
選抜方法を多様化することで、受検生の主体的な選択を促す。

・入学選抜に関わる業務全体のデジタル化、ＤＸ化の推進。
・他府県の子どもたちをいかに滋賀へ学びに来てもらうのかという視点をもつ。

改善の方向性

・改革のための改革にならないように、基本的に教育とは何かということを根底に議論を進める必
要がある。

・中学生そのものの変化を踏まえ、保護者や中学生の実態に沿った多様性に応える制度を構築する
必要がある。

・エビデンスやデータなどに基づいた議論を継続していく必要がある。

今後の議論の在り方



推薦選抜（スポーツ・文化芸術推薦選抜を含む）受検者は、「家から近い・学びたい学科・やりたいクラ

ブ等があった」や「推薦が来た・もらえたから」を受検理由として回答している割合が多い。

一方、特色選抜受検者は、「受検機会を増やすため」や「早く決めたかった」を受検理由と回答してい

る割合が多い。

このことから、それぞれの受検に対する思いや考え方は異なっており、特色選抜に比べ推薦選抜の方
が高校の特色に魅力を感じていることを受検の第一理由としている生徒が多いことがわかる。 ６

入学者選抜制度に関するアンケート集計結果（令和4年7月実施）
【受検理由（対象：令和4年度県立高校入学生）】

回答数 6100人

回答率 64.4％



〇推薦選抜について

管理職（高校、中学校）
・どのようにお考えですか。

令和4年度県立高校入学生
・必要であると思いますか。

〇特色選抜について 〇スポーツ・文化芸術推薦選抜
について管理職（高校、中学校）

・どのようにお考えですか。
管理職（高校、中学校）
・どのようにお考えですか。

令和4年度県立高校入学生
・必要であると思いますか。

令和4年度県立高校入学生
・必要であると思いますか。

推薦選抜およびスポーツ・文化芸術推薦選抜については、管理職および令和4年度県立高校入学生と

も概ね現行制度に肯定的な意見を持っている。一方、特色選抜については、令和4年度県立高校入学

生に比べ、管理職は現行制度に否定的な意見を持っている。 ７

入学者選抜制度に関するアンケート集計結果（令和4年7月実施）
【管理職と令和4年度県立高校入学生の回答比較】

回答数 6100人

回答率 64.4％

回答数 241人

回答率 77.5％



○ 教育目標、育てたい生徒像、入学者受入方針の明確化
・「目指す教育」や「求める生徒像」の周知
・出願要件の明確化（校内外での活動実績、評定 など）
・選抜基準の明確化（活動実績、実技検査、調査書の配点や比率 など）

○ 各校の特色に応じた選抜の実施
・面接、プレゼン、ディスカッション、小論文、作文、口頭試問、実技など

〇 中学生が自己をアピールできる自己推薦制度の導入
〇 多様な尺度での評価
・学力検査では測ることができない資質・能力を評価する機会の保障

新入学者選抜制度の方向性 ～主体的な進路選択の推進～

１ スクール・ポリシーを踏まえ、子どもの学びに応じた入学者選抜の実施

○ 複数回の受検機会
〇 中学生が自己をアピールできる自己推薦制度の導入
○ 特別な配慮を必要とする生徒への入試における対応のさらなる充実
〇 出願変更や二次選抜の在り方

２ 受検機会の保障

○ Ｗｅｂ出願導入による出願業務の負担軽減
〇 学力検査内容の精選や採点補助システム導入による採点業務の負担軽減

３ 負担の軽減

８



滋賀県立高等学校入学者選抜の主な変遷

年度 主な改善内容

平成６年度 推薦選抜の普通科への拡大

平成７年度 推薦選抜にて実技検査の実施

平成９年度 専門学科では特色に応じて推薦枠を拡大

平成15年度 二次選抜の実施（定員に満たない学校・学科）

平成18年度
普通科における通学区域の廃止（全県一区制）
特色選抜の実施

平成２９年度 スポーツ・文化芸術推薦選抜の実施

令和３年度 一般選抜の追検査の実施

令和４年度 推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜の追検査の実施

令和８年度 新入学者選抜の実施
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滋賀県立高等学校入学者選抜の概要（現行）

区分
実施
時期

主な内容 入学定員 出願要件
出願
変更

二次
選抜

学
校
推
薦
型
選
抜

推薦選抜
（追検査あり）

2月
上旬

*個人調査報告書、推薦書等
*面接、作文、実技検査のうち
から２つ以内

*募集定員の
専門学科50％
総合学科４０％
普通科３０％

を上限

*中学校長の推薦
*現役に限る
*1人１校、１課程、
1学科(科）限り

なし なし

スポーツ・文化
芸術推薦選抜
（追検査あり）

*個人調査報告書、推薦書等
*実技検査
*面接、作文、小論文、総合問
題のうちから１つ以上

*推薦選抜・特色選抜の
募集枠の５０％を上限
*１競技・種目・部門につ
き10名以内

*中学校長の推薦
*現役に限る
*1人１校、１課程、
1学科(科）限り
*学校ごとに競技・
種目の基準あり
*推薦選抜、特色選
抜との併願可

総
合
・学
力
型
選
抜

特色選抜
（追検査なし）

*個人調査報告書、志望理由書
*口頭試問、小論文、総合問題、
実技検査うちから２つ以上

*募集定員の
専門学科50％
総合学科４０％
普通科３０％

を上限

*志望動機が明白
*1人１校、１課程、
1学科(科）限り

一般選抜
（追検査あり）

３月
上旬

・個人調査報告書
・学力検査実施教科等の成績

*募集定員から上記の
選抜による入学許可予
定者を減じた人数

*1人１校、１課程、
1学科(科）限り
*学校出願制度あり

1回
３月
下旬

10
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会 議 開催期日・場所 協議内容等

第１回
令和４年３月17日 10:00-12:00
滋賀県庁東館７階大会議室

・委員委嘱、会長・副会長の選出
・改善協議会設置の趣旨および審議の進め方について
・検討主題および主な検討事項について

第２回
令和４年６月１日 14:00-16:00
滋賀県庁北新館５階５-Ａ会議室

・委員の解任および委嘱等
・第１回会議での意見を踏まえた論点まとめについて
・論点ごとの協議

① 推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜の現状と課題など

調査研究 令和４年７月から８月
・滋賀県立高等学校入学者選抜に関するアンケート調査実施
対象 県立高等学校および市町立中学校の校長、副校長および教頭

県立高等学校１年生

第３回
令和４年８月30日 13:30-15:30
滋賀県庁北新館５階５-Ａ会議室

・専門委員の委嘱
・アンケート調査結果概要について
・論点ごとの協議

① 推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜の現状と課題など
② 一般選抜の現状と課題など

第４回
令和４年11月17日 10:00-12:00
滋賀県庁北新館５階５-Ｂ会議室

・論点ごとの協議
③ 入試日程および入試業務など

・中間報告（素案）について

第５回
令和５年１月26日 15:15-17:15
大津合同庁舎７階７-Ｄ会議室

・中間まとめ 中間報告（案）について

中間報告 令和５年３月10日 ・中間報告公表

滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 協議の経過
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滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 今後の予定

会 議 開催期日・場所 協議内容等

意見聴取 令和５年３月
・中間報告に対する意見聴取の実施

対象 県立高等学校および市町立中学校の校長、副校長および教頭 など

第６回
令和５年６月頃
場所未定

・中間報告に対する意見聴取への対応
・新入学者選抜制度概要（案）について

第７回
令和５年８月頃
場所未定

・最終報告（素案）について
・新入学者選抜制度概要（案）について

第８回
令和５年10月頃
場所未定

・最終報告（案）について
・新入学者選抜制度概要（案）について

最終報告 令和５年12月頃
・最終報告公表
・新入学者選抜制度公表



区 分 氏 名 （敬称略） 職 名 等 備 考

学識経験者

若 松 養 亮 滋賀大学 教授 会長

井 手 慎 司 滋賀県立大学 教授

原 清 治 佛教大学 副学長

市町教育委員会
関係者

馬 渕 均 米原市教育委員会 教育長

松 浦 加代子 湖南市教育委員会 教育長

高等学校関係者

寺 田 佳 司
滋賀県私立中学高等学校連合会 副会長
滋賀県私立中学高等学校連合会 会長

R4.3.31まで
R4.4.1から

杉 原 真 也 県立守山中学校・高等学校 校長 副会長
R4.3.31まで

明 吉 正 知 県立守山中学校・高等学校 校長 R4.6.1から

樋 口 啓 子 県立石山高等学校 校長 R4.6.1から副会長

臼 井 正 士 県立長浜農業高等学校 校長 R4.3.31まで

北 村 登志子 県立長浜北高等学校 校長 R4.6.1から

武 原 正 樹 県立草津東高等学校 教頭 R4.3.31まで

東 谷 正 宏 県立草津東高等学校 教頭 R4.6.1から

小 南 美穂子 県立河瀬高等学校 主幹教諭

滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 委員名簿
任期：令和４年３月17日～令和６年３月31日

13
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区 分 氏 名（敬称略） 職 名 等 備 考

専門委員
木 部 浩 次 県立大津清陵高等学校 校長 R4.8.30から

田 中 俊 夫 県立瀬田工業高等学校 校長 R4.8.30から

滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 委員名簿
任期：令和４年３月17日～令和６年３月31日

区 分 氏 名 （敬称略） 職 名 等 備 考

中学校関係者

加 藤 三 男 彦根市立中央中学校 校長 副会長

都 賀 正 樹 大津市立青山中学校 校長

浦 島 容 子
高島市立マキノ中学校 校長
高島市立高島中学校 校長

R4.3.31まで
R4.4.1から

山 本 久美子 東近江市立湖東中学校 校長 R4.3.31まで

犬 井 裕 明 東近江市立能登川中学校 校長 R4.6.1から

福 井 洋 枝 守山市立明富中学校 教頭

保護者関係者

炭 谷 将 史 滋賀県公立高等学校ＰＴＡ連合会 会長

塚 本 晃 弘
滋賀県ＰＴＡ連絡協議会 会長
滋賀県ＰＴＡ連絡協議会 顧問

R4.3.31まで
R4.4.1から


